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議案第１４号 

君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

飲料水供給施設の水量料金の額を改定するため、君津市飲料水供給施設の設置等に関す

る条例（昭和５２年君津市条例第９号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例（昭和５２年君津市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第１水量料金の表中「９０円」を「１２０円」に、「１７０円」を「２０５円」に、

「２１０円」を「２３４円」に、「２８０円」を「３３６円」に、「３００円」を「 

３６５円」に、「３３０円」を「４０２円」に、「３５０円」を「４４０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例の規定は、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る料金から適用し、施行日

前の使用に係る料金については、なお従前の例による。 

３ 施行日前直近の君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例第９条に規定する定例日

（以下「定例日」という。）の翌日から施行日以後直近の定例日までの間における料金

は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算出する。

この場合において、各々算出した料金の合計額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 
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君津市飲料水供給施設の設置等に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表第１（第８条） 別表第１（第８条） 

基本料金（２箇月について） 基本料金（２箇月について） 

省略 省略 

水量料金 水量料金 

使用水量 料金 

１～２０m３ １m３につき １２０円 

２１～４０m３ １m３につき ２０５円 

４１～６０m３ １m３につき ２３４円 

６１～１００m３ １m３につき ３３６円 

１０１～２００m３ １m３につき ３６５円 

２０１～５００m３ １m３につき ４０２円 

５０１m３以上 １m３につき ４４０円 
 

使用水量 料金 

１～２０m３ １m３につき ９０円 

２１～４０m３ １m３につき １７０円 

４１～６０m３ １m３につき ２１０円 

６１～１００m３ １m３につき ２８０円 

１０１～２００m３ １m３につき ３００円 

２０１～５００m３ １m３につき ３３０円 

５０１m３以上 １m３につき ３５０円 
 

  

 


